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児　島　秀　樹

経済史から見た法制度の変遷：古代中期（紀元前500年～後130年）

要　旨

　古代インドは『実利論』や『マヌ法典』で、儀式ではなく、個人の人生規範とともに、統治の手
法がまとめられた。国家の誕生とともに、国家領域を統治する手法が論じられた。巫

ふ こ

蠱の乱や讖
し ん い

緯
思想のようにまだ呪術的発想法も残ったが、現実への対処が求められた。社稷のような神の儀式を
中心に国家はまとまり、行動規範としての礼や法が規定された。
　他国を征服して、領域としてまとまる時に、一部の集団の利益が法として告知された。領域国家
では、法が天の意思や自然として正当化された。墨子のように非攻・兼愛を唱える者は敗れ、富国
強兵の法家が帝国官僚をになった。領域の中では、奴隷のように身分的差別を受ける者が生まれ
た。
　法は内地に適用された。外地・属州は官僚が統治するが、その土地の法が適用された。家族のよ
うな養育団はアジールとなった。
　中国、西アジア、ローマおける政治組織、戸籍、家族、法制度、官僚制などを検討した。

キーワード：　戦国時代、秦、漢、古代ギリシア、古代ローマ、法の経済史

＜0.0＞本稿の目的

　本稿は近代の経済史の研究者が見た法制史と
いう観点ではあるが、経済学部1年生用の「経
済史入門」という科目の補助教材としても利用
する（1）。
　一連の論述では（2）、時代は630年区切りで分
けているので、ここで扱う古代・中期は、紀元
前500年から始めて、紀元後130年まで、という
通常の古代史研究ではありえない時代区切りに
なっている。「歴史像」で論争を展開するのが、
これまでの歴史学の常識であったが、歴史像は

可変的であると理解する。歴史像は、「真理」
や「仮説」のような権威あるものではなく、現
代社会の根本問題を探すための一つの理解にす
ぎない。

＜0.1＞紀元について
　紀元前500年から紀元後130年までの時代を扱
うと、どのように「紀元」が考えられているか
が 問 題 に な る か も し れ な い。 英 語 のBCE

（Before Common Era）とCE（Common Era）
という用語が、従来のBC（Before Christ）と
AD（Anno Domini：in the year of the Lord）
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来事の背景にシルクロード交易の盛衰を見る。
シルクロードに限らず、人々に何らかの交流が
ある場合は連動する。しかし、サハラ砂漠以南
のアフリカのようにやや外れる場合もあるであ
ろう。各地で同じ歴史・進化が生じるのではな
いことは、哺乳類がすべて人間になるわけでは
ないし、生物の頂点に人間がいるのでもないの
と同様である。勝利し、生き残った社会関係や
人間集団が「進化」の結果、優秀であったと
か、正しいものであった、ということではない
のも、中立進化論が説くのと同様である。
　しかし、だからといって、人間に歴史がない
とは考えない。現代の民主的社会を「選択」し
たから、現代があるとは、考えない。それまで
の数千、数万年の人類の社会的記憶・経験・問
題解決が積み重なっていると考える。それが歴
史である。

＜0.3＞歴史を学ぶ理由：考える素材の提供
　田尻2011（p.102）によると、荻生徂徠（1666-
1728）は今を相対化するために、歴史を学ぶこ
とを重視した。「学問は歴史に極まり候事に候」

（『徂徠先生答問書』）。同様に、ドイツの文豪
ゲーテも、外国語を学ばなければ、自国語の意
味もわからないと言う。他者を知らなければ、
自分を理解することができない。自分が帰属す
る社会（自国・現代社会）しか知らない社会科
学は社会を研究したことにはならない（3）。
　佐藤2018は日本の裁判員制度との関連で、ア
テネ（アテナイ）の司法制度を大学生に比較さ
せている。前 4 世紀のアテネには司法に詳しい
専門家もいたが、原則は素人主義（アマチュア
リズム）であった。佐藤は問いかける。「古典
期のアテナイ市民は、司法判断を下すことに対
する心構えがそうとうできていたとみてまちが
いはない」（p.20）が、現状の日本ではどうか、
と。アテネと日本の裁判員制度の良し悪しと

に代って、使われるようになってきている。使
い方は同じである。
　紀年法では、前 0 年、後 0 年は想定されてい
ない。紀元前第 1 年が終われば、紀元後第 1 年
が始まる。 1 年が終われば、その第X年が完成
する。

＜0.2＞論述の基本姿勢
　法制史に関するこれまでの一連の紀要論文は
筆者（児島）の専門外の歴史・地域を扱ってい
る。論述に際して気をつけているのは次の点で
ある。 1 ）それぞれの分野の研究成果を正しく
理解すること、 2 ）異なる分野の成果を整合的
に理解すること、3 ）そのために必要であれば、
歴史の理解の仕方をかえること。これらの 3 点
のそれぞれで合格点を出すのは、かなり難し
い。整合的に理解するために、専門分野の研究
者と意見を異にすることもあり、この点では、
私が史実を誤解していないことを願う。
　古代中期（紀元前500年～紀元後130年）の約
630年間に、現代人が常識としている家族、国
家、貨幣、法、官僚組織（人脈の活用法）など
の基本が組み立てられた。現代社会の基本・祖
型（歴史的に単純な形態）は、この時代に多く
見いだされる。時には、この時代から人類は

「進歩」していないと思えるほどに。
　なお、70年（ほぼ人の一生）の 9 倍＝630年
で時代を区切っている理由はいろいろある。
1960年代に誕生した分子進化学がアミノ酸の変
化速度は時間に比例していると考えたように

（斎藤2021、p.34）、人間社会の歴史的変化もあ
る程度、時間に比例すると考えられる。従来の
歴史学の用語は利用するが、古代や中世、ある
いは、奴隷制社会や封建制などの時代や社会体
制概念の内容には、あまりこだわらない。
　ただし、若干の限定は必要である。井上2021

（p.6）は同時進行したユーラシア大陸規模の出
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いった評価ではなく、違いを学ぶことで、日本
の将来を考える素材が提供されている。
　歴史学の一つの存在理由は考える素材の提供
である。社会の仕組みが違うと、違った行動様
式や感情が生まれる。自分が生きている社会と
は違うので学ぶ必要はない、のではなく、違う
社会があることを知ることで、現状を変える可
能性が考えられるようになる。人間の社会は、
千差万別と言ってもいいほどに違うし、流動的
である。しかし、人間はしばしば社会生活とそ
の思想を固定したがる。その認識論的束縛（固
執、固定観念）からの自由が、考える素材の研
究で可能になる。

＜1.0＞古代中期（前500～後130）の理解

　古代中期には、大きな変化の時代にふさわし
く、百家争鳴的状況が生じた。複雑な事象を解
決するため、さまざまな問題を帰納法的・現場
主義的に解決していきながら、それをまとめよ
うとする作業に従事し始めた時代である。整理
の基準が欲しくなり、形式的分類が始まった。

＜1.1＞翻訳の困難さ
　現代も世界中にさまざまの言葉があり、その
言葉が意味するものが若干、異なる。自然科学
系では、意味の相違する言葉があれば、自然に
尋ねて、どの意味で使っているのかを確定する
ことができる。しかし、人間のことになると、
ほとんどコミュニケーションが不可能に近いほ
ど、異なる理解に至る。歴史は各地の過去の言
葉を現代の自国の言葉に翻訳する。翻訳に失敗
することも多い。
　ロイド2009（p.2）も、特定の言葉の概念的
枠組みの違いに注意している。ロイドによる
と、いくつかの古代の概念は翻訳不可能であっ
て、字訳・直訳で満足している、と。しかし、

間違っていても「翻訳」は必要である。現代人
の理解の仕方は古代人の理解と同じにはなれな
い。翻訳の場合、この限界を知った上で、自分
がわかる言葉に直す。

＜1.2＞理解と真理
　当時の人が考える世界（世界観）を、現代人
が「それは間違いだ」とは言えない。この点、
自然を対象にする科学とは異なる。人間以外の
世界（自然界）との人間の交流の仕方の優劣を
争う自然科学は、古代人の発想法より現代人の
理解の仕方のほうが正しいとは言えるであろ
う。しかし、現代の社会科学や人文科学が古代
人の構想の仕方を間違いだとは言えない。古代
人の発想法が異なっている、とは言えても、自
分が正しくて、相手が間違いであるとは言えな
い。それは、雑草はいらないので除草剤をまこ
う、と言っている程度の話であるが、雑草に
とっては、人間こそが迷惑千万な生物である。
正誤の問題ではない。
　現状、自分が見たい概念構成や世界観で、そ
の時代を分析するのが科学であると思い込んで
いる場合が多い。しかし、相手（歴史上の相手
や外交交渉の相手）が信じ、行動している全体
像を理解した上で、自分の思考体系にそれをど
う位置づけるかが重要である。

＜1.3＞�古代インドの分類手法：ダルマ、アル
タ、カーマ

　「全体像」から分類が始まる。分類するさい
に、人は言葉を利用する。例えば、インドでは
ダルマ（法）、アルタ（実利）、カーマ（享楽）
が人間の三大目的であると考えられた。人間の
目的（行動動機？）というものが分類基準にさ
れて、それを極めると、 3 つに分類される、と
いう発想法である。
　カーマ（梵、kama）はリグ・ヴェーダで宇
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宙創造の原動力と理解されていた。一般的な欲
望、人生の喜び、美の渇望など、人が求めたい
もの全般を意味していたが、しだいに、愛欲の
神に限定されていき、時間の経過とともに、言
葉の特殊化の運命をたどった。
　マウリヤ朝の創始者チャンドラグプタ（在位
前316～前293ころ）の宰相であるカウティリヤ
が『実利論』を残している。『マヌ法典』編纂
と同じころに、カウティリヤを慕う後世の思想
家が彼の言葉を編纂した書物である。カウティ
リヤは当時の様々な分類法を検討したのち、学
問 を 4 種 に 分 類 し た（ カ ウ テ ィ リ ヤ（ 上 ）
1984、pp.27-28）。その 4 種の学問で、法＝ダ
ルマと実利＝アルタを知ることができる。 1 ）
哲学はサーンキヤ、ヨーガ、ローカーヤタで構
成され、 2 ）ヴェーダ学でダルマ（法、善）と
アダルマ（非法、悪）を、 3 ）ヴアールツター

（経済学）で実利（アルタ）と実利に反するこ
とを、 4 ）ダンダニーティ（政治学）で正しい
政策と悪しき政策を、知る。この分類でいく
と、現代語に翻訳する際、ヴェーダ学は法学と
言ってもいいのかもしれない。
　『実利論』は、現代の経済学と異なり、行政
組織、司法、外交、軍事等を扱う。実利は貨幣
や商業ではなく、主に土地の獲得と守護を目的
とする国家の政策に関係した。全体構造（全体
の関係性）が異なるので、分類基準も異なる。

『実利論』15巻の題を列挙すると、修養、長官
の活動、司法規定、刺の除去、秘密の行動、輪

マン

円
ダラ

（外交政策序論）、六計（外交政策本論）、災
禍、出征する王の行動、戦闘、共

サ ン ガ

同体に対する
政策、弱小の王の行動、城砦の攻略法、秘法、
学術書の方法となる。

＜1.4＞�古代インドの法思想：『マヌ法典』の
位置付け

　『マヌ法典』が編纂されたのは紀元前 2 世紀

～後 2 世紀頃であると見られている。『マヌ法
典』（Mānava-DharmaśāstraまたはManu-smr

4

ti）
はダルマシャーストラ（ダルマに関する教え）
である。ダルマは漢訳仏典では「法」と訳され
ているので、マヌ法典と訳されているが、現代
の法律とは異なり、仏典の意味での法典であ
る。ダルマシャーストラは幼児期から老年期ま
での人々の行為規範書である。
　渡瀬信之2013（p.500）によると、前 6 世紀
頃～前 2 世紀はダルマスートラの時代であっ
た。祭式学、法典、天文学などを記した文献が
総称してスートラ（綱要書）と呼ばれた。スー
トラの内容からすると、「経典」をイメージし
てもいいかもしれない。ダルマスートラは祭式
を執行するバラモン男子の振る舞いや人生の送
り方を整理したものである。仏教では、釈迦か
ら直接聞いた教え・説法がスートラと呼ばれ
る。
　渡瀬2007（p.88）は「伝統的社会秩序をいか
に保持するかについて、王の役割を提示するこ
とがダルマスートラの根本的課題であった」と
いう。これで、ヴァルナ体制の基本理念が決ま
り、バラモン、クシャトリヤ、ヴァイシャ、
シュードラの 4 ヴァルナが社会秩序の中に位置
付けられた。王が裁判を行い、その裁判の規則
が定められた。バラモンは司祭官である他、大
臣や裁判官として、国家官僚の地位に就いた。
ダルマスートラの時代は、まだ法規定が少な
く、強姦、姦通、誹謗、傷害、窃盗が異なる
ヴァルナの間に発生した事件を中心に刑罰が規
定されていた（山崎利男2007、p.189）。
　前 2 世紀頃から紀元後 5 ～ 6 世紀はスムリ
ティの時代である。スムリティは記憶という意
味で、ウパニシャッドのような天啓の書と異な
り、人々の記憶にある出産、結婚、葬送などの
慣習が文献に残された。スムリティの時代に作
られたのが『マヌ法典』である。役割が祭式で
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保証されただけのダルマスートラと異なり、『マ
ヌ法典』では、第 1 章で世界創造を語ること
で、慣習を社会的役割・職務（カルマ）に固定
して理解するようになった（渡瀬2007、pp.88-
89）。第 2 章ダルマの源では、幼児期、学生、
修行、第 3 ～ 5 章家長の生き方では結婚、供
養、祖霊祭、生計、食べ物、第 6 章で老後の生
き方、第 7 ～ 9 章王の生き方で司法が説かれ、
第10～11章で雑種身分、窮迫時の生活、贖罪、
そして、終章である第12章で行為の帰結、輪
廻・転生、ダルマの確定が説明される。
　『マヌ法典』の時代には、国家規模での統治
に必要な思想が提示された。ダルマが行動規範
を決め、造物主（その代理としての王）に従う
ことが要請された。山崎利男2007（p.189）は
全体の 4 分の 1 にすぎない王のダルマとして、

『マヌ法典』の第 8 ～ 9 章の法規定の内容を紹
介している。法規定は18項目にわかれ、債務の
不払い、寄託、非所有者の売却、合同事業、贈
与物の不譲渡、賃金の不払い、協約の不履行、
売買の解除、家畜所有者と牧人の紛争、境界の
紛争、誹謗、傷害、窃盗、強奪、姦淫、夫婦の
生き方、財産の分割、賭博が規定された（山崎
利男2007、p.190）。
　『マヌ法典』では、現代の法と似た位置にあ
る民事・刑事の社会規範は、王が是認するもの
であることが確認されている。王を中心に国が
作られ、王に帰属意識を持つ人たちが国民で
あった時代である。
　祭式の時代（ダルマスートラの時代）、法典
の時代（スムルティの時代）、注釈書の時代

（ 7 ・ 8 世紀～11世紀）を経て、インドでは、
12世紀以降のダルマニバンダの時代に、司法部
分が分離・独立して、編纂されるようになっ
た。ニバンダは権利書・注釈書・綱要書のよう
な意味である。その意味で、12世紀にインドで
は法学が分離された。

＜2.0＞古代中期の思想

　古代中期は、20世紀のドイツの哲学者ヤス
パース2005（p.35）のいう「枢軸時代」と重な
る。ヤスパースは前800～前200年頃の思想的変
化を重視する。そこで、ペルシアのゾロアス
ター教、パレスチナのユダヤ教、ギリシアの哲
学、中国の諸子百家等が想定されているようで
ある。知の沸騰の時代は人間関係の激しい変化
が生じた時代でもある。
　この時代は氏族制が基本的には解体され、国
家という、王を中心とした領域社会が生まれる
と同時に、その社会体制を維持するため、国家
官僚や法制度が整備された時代でもある。経済
史的には、王を中心とした財政制度、そのため
の貨幣制度が整い始めた時代である。

＜2.1＞言霊から礼へ（国家の統治原理）
　古代中期にみられた哲学の営みは、最終的
に、言

ことだま

霊的発想法を否定する。ただし、その形
式は残り、易

えききょう

経のような形式的・数学的思想体
系も生まれた。
　日本には、古来、言霊信仰があったと言われ
る。言葉を発するとその力が現実を作り上げ
る。未開社会では、言語に霊的な力があると信
ずる傾向があり、それを古代日本人は「かみこ
と（神言・神語）」（日本書紀、万葉集）として、
あがめた。善いことばを用いると吉事が生ま
れ、不吉なことば使うと凶事が生じる。この言
霊信仰が祝

しゅくし

詞や呪
じ ゅ し

詩を作り上げた。未開社会で
普通に見られる言霊信仰は、おそらく、古代初
期（前 6 世紀以前）でも一般的であったであろ
う。その一例として、『詩経』を引用する（小
南2012、p.21）。

　民衆達が安定しないのは　強盗たちが悪事を
なすからだ（民之未戾　職盗為寇）



─48─ 明 星 大 学 経 済 学 研 究 紀 要 Vol. 54 No. 1

　これではダメだと言ったところ　かえって悪
罵を受けた（涼曰不可　覆背善詈）
　自分の責任ではないと弁解したって　もうお
まえの歌を作ってあるのだ（雖曰匪予　既作爾
歌）

　『詩経』の言葉は言霊への信仰があった社会
と理解すると納得できる。同様に、古代のアニ
ミズム（animism）の世界では、すべてのもの
に霊魂が備わっていると考える。その語源と
なったラテン語のアニマ（anima）は霊魂や生
命などの意味がある。古代中期に呪術的思想は
否定され始めた。孔子は怪力乱神（言霊信仰や
アニミズムと同種の意識）を語らないで、礼を
重んじた。
　呪術で有名なのが巫

ふ こ

蠱の乱である。前漢武帝
（在位前141～前87）の治世末期の内乱である。
巫蠱は木の人形などを地中に埋めて呪

じ ゅ そ

詛を行う
呪術である。武帝が病気にかかったとき、巫蠱
で武帝を呪詛した容疑で丞

じょうしょう

相（総理大臣）らが
処刑された。寵臣の江

こうじゅう

充が武帝の長男・戻
れい

太
た い し

子
（劉

りゅうきょ

拠 : 前128～前91）にも嫌
け ん ぎ

疑を向けたが、逆
襲された。しかし、戻太子は丞相（中山靖王劉
勝の子）に敗れ、自殺したという事件である。
　さらに、呪術に似た讖

し ん い

緯思想が前漢末に出現
し、王莽時代に開花し、後漢時代にさかんにな
り、南北朝時代まで信奉された。讖は予言を意
味し、緯は儒教の経

けいしょ

書に対して、それを補足・
解説するという意味で緯書をさす。漢を復興し
た光武帝は讖緯思想の信奉者であった。先史時
代の精神が復活したと理解できなくもない。も
しかしたら孔子を人間としてではなく、神とし
て祭り上げるほどに、権威を神格化・正当化し
て、諸子百家の争いをやめ、武力によらない統
治手法が求められたのかもしれない。
　人間の争いを止める手法には武力以外にも、
さまざまあるが、何らかの「力」に服すること

が必要である。自由な言論と同じく、予言や呪
いはその一つとして求められた。

＜2.2＞�神の儀式（国家の統治原理）：主権者と
民衆の関係

　古代中期には、神の儀式が領域統合の象徴と
して重要性を増した。
　氏族より一定の居住域（都市）への帰属意識
が強くなると、神殿が重視されるようになっ
た。神殿毎に祀っているものが異なるが、社

やしろ

の
神（領域内の統合の象徴）を祀るのが基本であ
る。その結果、広域の国家から見ると多神教と
表現しても間違いとは言えない状況になる。し
かし、この多神教がのちに一神教に進化する訳
ではない。その意味で多神教という用語は歴史
学の学術用語として不適切である。多神教では
なく、社の神である。社稷のような、儀式の時
代と言ってもいいかもしれない。

＜3.0＞命令と服属による法の誕生

　法は倫理にこだわらない。長谷部2014（p.7）
が説くように、法は人類の多様性を否定して、
特定の主義・主張だけを残す。歴史上、法はそ
のような機能を果たした。サイド2021が望むよ
うな多様性を求める現代社会には、「法」は不
都合な社会制度である。

＜3.1＞首長制国家
　人間関係の調整のため調停や呪術が氏族制の
中で機能したであろう。しかし、村や都市のよ
うな領域的共同体が生まれると、調停や呪術と
は異なる、それらの上位規範としての倫理が必
要となった。都市への集住で、先史時代に一般
的であったと推測される血縁的氏族と、古代初
期・中期に生まれてくる地縁的共同体（邑、
國、邦）の両方の力が拮抗している社会では、
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首長制（chiefdom）と呼ぶべき制度が存在し
たかもしれない。
　首長制は中国史の邑やエジプトのセパタのよ
うな、数千人から、多くても数万人までの人々
がまとまって暮らす居住地での暮らしを成り立
たせる組織から始まるであろう。氏族の絆を棄
てたわけではないが、共同体（都市）に帰属意
識を持つ人々によって、生活が営まれる世界で
ある。
　首長は平民に地域社会の統率者として認めら
れる。首長は王と呼ばれることもある。民に認
められる点で、首長制は民主制である。民主制
は古代ギリシアにのみあったものではない。首
長制は都市国家レベルの社会で見られる可能性
が高い制度である。
　首長制の意味を理解するため、ここでは佐久
間2013が研究した、現代の民族誌から、一例を
挙げておく。古代社会を見る際に、参考にでき
るであろう。
　彼は西アフリカのニジェール共和国を題材と
し、その首都ニアメの北西に位置するニジェー
ル川沿いのガーロコイレという村を研究対象と
した。ローマのパトリキに似て、首長位継承権
を排他的に有する親族集団があった（佐久間
2013、p.25）。この社会には首長・平民・奴隷
という身分秩序が存在した。首長一族はソンガ
イ語を母語として、クルティという民族を自称
した。彼らはフルベという別の民族であった
が、この地に移住してソンガイ化した集団で、
財の略奪と奴隷の獲得を目的とした遠征を行っ
ていた者達の末裔であるという伝承があった。
　ソンガイ語で貴族はボロチン、奴隷はバン
ニャと呼ばれた。ボロチンの中に、首長権力を
独占する者と、そこから排除される平民がい
た。バンニャには、交易奴隷（売買の対象）と
家内奴隷がいた。佐久間2013（P.56）は、ボロ
チンとバンニャというエミックな（emic：土

地の人の理解通りの）範疇の背後に、 1 ）軍事
的権力を独占する首長とその一族、 2 ）平民と
家内奴隷からなる臣民、 3 ）交易奴隷、という
エティックな（etic：観察者の理解を通した）
階級が存在した、と理解した。当事者の意識と
観察者の意識が異なる。
　自由人と異なり、奴隷には祖先がいない。主
人以外に帰属するものを失った人たちを、奴隷
という。「奴隷とは、戦争、誘拐、売買などを
つうじて自由民としての権利を失った際に、祖
先とのつながりを断たれた存在である」（佐久
間2013、p.119）。

　なお、佐久間2013（p.103）によると、ソン
ガイ系社会の個人名は＜自身の名＋父親の名＞
でつけられる。現代のモンゴルやチベット・ビ
ルマ語族の「父子連名制」に似ている。
　
＜3.2＞法と自然
　ギリシア哲学の話題の一つとして、ピュシス

（physis：自然、事物の本性、あるがまま）と
ノモス（nomos：人為・法律・慣習）の二項対
立がある。自然の知識を意味するギリシア語の
ピュシケー（phusikē）は現代のphysics（物理
学）の語源となった。人間の思いが通じない
ピュシスをロゴス（知・理性）で解明する。
　アリストテレスは『政治学』で言う。奴隷は
ピュシス（自然）によって奴隷である、と。彼
は捕虜など、法に基づいた奴隷の存在も認めて
はいるが、奴隷であることが自然である奴隷を
中心論点に置く。彼らは魂と身体が理知を持つ
自由人から隔たっていて、肉体しか使用できな
い人であり、自然によって奴隷である（神崎
訳、pp.32-33：牛田訳、p.18）。これはブルー・
カラーは奴隷としてホワイト・カラーに仕える
ことで幸福になれると言っているようなもので
ある。16世紀にスペイン人はアリストテレスの
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この発想法でインディオ奴隷制を正当化し、黒
人奴隷制も同様に理解された。
　人間関係の一部にまで、ピュシスを忍び込ま
せることによって、アリストテレス達、古代ギ
リシアの思想家は自分が帰属する社会を正当化
した。ハラリ2016上（p.187）は主張する。「生
物学的作用は可能にし、文化は禁じる」という
のが、「有用な経験則」である、と。奴隷の存
在は人間が決めたことではなく、自然によって
決まっていると言えば、主人側の人は納得す
る。これがハラリの言う「文化」である。生物
学的には、人間の奴隷化も賃金労働者化も、あ
るいは、人々の間の支配・隷属や協力・敵対
も、何でも可能である。人間の生物的特性を無
視して、文化的狭隘さと帰属意識で社会を作り
上げようとするところに、無理が生まれて、暴
力が始まる。法の一つの側面である。

＜3.3＞実定法の成立
　佐々木2021（p.226）によると、古代ローマ
人が法を発明したと論じられる場合、その意味
は、紛争の政治的解決が、裁判を通じた法の適
用という形をとる点にあるという。法（ivs）
は現代の国際法のように、強制執行機関がない
場合も、法と表現されることもある。しかし、
武力行使（vis）を背景に法を実現するのは、
佐々木2021によると、アウグストゥス（初代
ローマ皇帝：前27～後14）が創設した新たな裁
判機構であったという。アウグストゥス時代に
現代と同じ強制力を発揮する法が整備されたと
理解できるのかもしれない。

＜3.3.1＞道徳的な複数の正しさ。
　ギリシアではソフィストのプロタゴラス（前
490年ころ～前420年ころ）達が舌先三寸の論者
であると理解されてしまう時代に、ソクラテス

（前469年頃～前399年）が現れた。前 5 世紀後

半頃に、複数の正しさを争う時代が始まったと
考えられる。
　70歳のソクラテスはアテネの政争に巻き込ま
れて、裁判で死刑判決を受け、毒ニンジンを飲
んで、死んだ。前399年の春、処刑が決まって、
ひと月ほどのことであった。ソクラテスの事件
は政権・派閥交代程度の話である。法の本質の
一つの側面は派閥である。一部の思想信条を持
つ者だけが利益を得る。複数の行動規範がある
とき、それぞれに棲み分けるのではなく、一つ
にまとめないと気が済まない、ある種の異常心
理が「領域」（共同体）に生まれる。

　中国では、孔子の時代、あるいは、彼に対抗
する墨子（前470年～紀元前390年頃 ? ）が現れ
た時代以降、複数の道徳律をまとめる力をもっ
た者として、まるで天が主権者であると想定さ
れているかのような時代が始まる。天の周り
で、諸子百家が正しさを争う。孔子が生まれた
頃、ちょうど鉄製農具も普及し、諸侯の対立を
まとめて、一つの帝国を作る時代が始まった。
古代中期に法が確立する。
　墨子一派は工学的技術力で力を誇示して、非
攻による平和（兼愛・交利）を維持しようとし
た。墨子の現代的評価の一つに、その功利主義
的思想がある（シンガー2018、p.1）。功利主義
はベンサムの「最大多数の最大幸福」で有名で
あるが、墨子は「多数」を判断基準にはしてい
ない。墨子の兼愛思想は反戦の立場で昭和史を
描いたジャーナリスト半藤一利2011（p.177）
も、「治国平天下、ヒューマニズム（兼愛）に
よって平和を維持して、人々を安穏幸福たらし
めよう、それこそが人間のなすべきところ、と
墨子はひたすら奮闘努力しつづけたのである」
と評価する。墨子は、中国思想史上で、人権の
基礎にある思想の一つを体系化したと評価でき
るかもしれない。
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　墨子の兼愛を孟子は非難した。家族、親子の
愛こそが大事であると。孟子が理想とする社会
意識は、「民がもっとも貴く、社稷（国家）が
これに次ぎ、君主は軽いものだ」（鶴間2004、
p.69）、であった。民を重視する思想を民主主
義と表現すれば、孟子がたたえる中国は民主国
家であった。ただし、孟子の場合、法は国では
なく社稷の規範である。
　墨子は諸侯の戦争を否定する。 1 人を殺して
も殺人罪であれば、義戦と美化して侵略を正当
化し多数を殺すのは殺人罪として罪が重いと断
言する（浅野1998、pp.62-63）。墨子は非攻（侵
略戦争の否定）を次のように説明する。他人の
果樹園に入って桃や李

すもも

を盗むのを非難する理由
は、他人の利を欠いて、自分の利とするからで
ある。利を奪う度合いが甚だしいほどより不正
義となる、と。
　墨子の集団は兼愛を実現しようとして、軍事
技術の開発にも力を注いだ。軍事侵略はしない

（非攻）が、侵略してくる者とは戦ってでも、
排除する。墨子の集団はいわば専守防衛、難攻
不落の城を建設しようとした。兼愛（人類愛）
を説く墨子は人間の行動に夢を描かなかった。
最高の軍事力で負けないことを目指した。宮城
谷2009（p.122）いう。「私は墨子を物理学者で
あるとおもっている」。軍事力だけでなく、モ
リス2014（p.304）によると、墨子は戦争を避
けるために外交を行い、草履が擦り切れるまで
歩いた。非攻には、交渉術＝外交も重要であっ
た。
　墨家集団の鉅

き ょ し

子（首領）の孟勝は陽城君の城
を守ったが、楚の大軍に囲まれ、前381年、弟
子180人とともに集団自決を選んだ。絶対に負
けないはずの墨子一派が負けてしまった（末永
2018、p.7）。以後、清の時代まで、墨子は歴史
の表舞台から消えた。
　『墨子』では、善と悪の区別の基準は天の意

思に合致するか否かという点におかれる（神塚
2020、p.131）。善悪の基準が天にあった。天は
意思を持っている。意思のない自然とは異な
る。自然界の異常現象を天と結びつけて考える
ものは、災異思想と呼ばれる。君主が天の意志
に反する行為をしたら、天のお叱り（譴

けんこく

告）を
受けると考えた。この災異思想は前漢の董仲舒

（？～前104）が継承した。自然界それ自体には
意思はないのかもしれないが、天が自然に命じ
て、その威力を示す。

＜3.3.2＞法を制定する「主権者」
　近代国家の主権（sovereignty）概念は、通
常、16世紀のフランスの思想家ジャン＝ボダン
が構想したと言われる。彼は主権を「国家の絶
対的かつ永久の権力」と定義した。主権は立法
権、宣戦講和の権利、裁判権、官吏任命・罷免
権、課税権、貨幣鋳造・発行権などで構成され
る。ボダンの時代には、恩赦権や臣民に対して
忠誠を要求する権利も含まれていて、ボダンの
発想法はそれ以前の封建諸侯に対して、国王の
絶対的支配を確立するために構想された（島田
編2011、p.81）。
　主権者は一人では主権を維持できない。官僚
が必要である。秦や前漢では丞

じょうしょう

相（大司徒）、
太
た い い

尉（大司馬）、御
ぎ ょ し た い ふ

史大夫（大司空）の 3 官が
三公と呼ばれた。その下に、いわば国家官僚が
その地位に従って、上

じょうい

意下
か た つ

達形式で配置され
る。司徒は人民の戸籍、教育、厚生を扱う。司
馬は官僚機構や祭祀を整備する他、軍事を指揮
する。司空は築城・水利などの建築事業を司
り、いわば経済政策を実行する。

＜3.3.3＞威に服する奴隷制の始まり
　社会秩序を作るため、古代中期には、身分制
の初期的な形が活用された。基本は奴隷制であ
る。ただし、「奴隷」という言葉ほど、19世紀
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に作られた近代歴史学の負の遺産はないと言っ
てもいいほど、無数の奴隷の形がある。
　殷の時代では、戦争捕虜は供犠の対象として
神に捧げられるか、奴隷となった。捕虜を奴隷
として生かしておく場合、劓

ぎ

刑（鼻の切り落と
し）、刖

げつ

刑（片足切断）、宮刑（男性生殖器切
除）、あるいは、入れ墨などの体罰的な処方で
その心を砕いて、労働に従事させた。もしかし
たら、奴隷化が罰概念を人間に教え、奴隷制と
ともに刑罰が始まったのかもしれない。
　中国史の奴隷は犯罪者として位置付けられが
ちであるが、他の地域と同様に、官僚的な奴隷
もあった。松丸2003（p.140）によると、官僚
として、臣正や王臣などと表現される、宮殿に
直接仕える官の他に、殷の時代に武官や史官が
いた。臣は元来、奴隷身分と意識され、王や貴
族の宮殿で王族に仕えた。臣は主人の威に全面
的に服している人であるため、主人に信頼され
た。
　威に服することが、古代の支配・隷属の一つ
の形になる。王の周りにいる臣（奴隷）は主人
に忠実なので、中国だけでなく、イスラーム圏
のマムルークや中世ドイツのミニステリアーレ
ンのように、世界各地で、行政を担うほど強力
になることがある。
　『春秋左氏伝』昭公（在位前542～前510年）
7 年では、身分秩序が「臣」で表現された。例
えば、王は公を臣とする。この身分秩序は、王
から始まり、公・大夫・士・皁

そう

・輿
よ

・隷・僚・
僕・臺

だい

まで臣でつながった。臣は下が上に事
つか

へ
る状態を表現する（竹内2003、p.206）。臣のよ
うな奴隷制は、上意下達の身分制という意味
で、威

い ふ く

服制とでも表現したほうがいいかもしれ
ない。
　農耕や家事に従事する奴隷制もある。ローマ
の奴隷制がこれである。供犠として人を神に捧
げることをやめれば、その捕虜は命を救われて

奴隷になる。古代ローマのservus（奴隷）は司
令 官 が 捕 虜 を 売 っ て、 そ の 命 を 助 け た

（servare）者という解釈がある。

＜3.3.4＞氏族制的奴隷制＠彝族
　現在、雲南省を中心に中国南西部に暮す人口
1000万人ほどの彝

い

族（夷族）は、内部では外婚
制であるが、外部との結婚は禁じられている内
婚制集団である。西欧ではベルギーのように人
口1000万人ほどでも国家を形成するが、中国で
は、彝族は中国人口の 1 ％ほどでしかない少数
民族として分類される。彝族の自称はロロ人で
ある。彼らは父子連名制で名前をつける、チ
ベット・ビルマ語系の民族である。彝族の現代
の婚姻慣習に関しては、高橋2019が詳しい。
　現状、彝族の中で、支配的集団は黒彝と呼ば
れ、彝族人口の数％にすぎない。残りは白彝で
ある。白彝は黒彝に奴隷のように仕える（威服
制）。白彝の中に、 3 段階の区別がある。中世
の用語で表現すれば、白彝は自営農、小作農、
労働者（奴隷）の身分に分かれた。自作農の曲

チュ

諾
ノー

は家も土地も、そして奴隷である呷
ガ シ

西も保有
するが、黒彝に貢納、労働、戦闘で奉仕する。
黒彝は呷西の数が不足すると、漢人を襲って、
拉 致 し、 奴 隷 と し て 確 保 し た。 松 丸2003

（p.144）は、殷でも、同様な奴隷制が展開して
いたと推測している。

＜4＞法の境界線

　祭祀を通じて、ある邦への帰属意識を持てる
ようになると、国（帝国・国家）から邦・県・
郡（地方自治体）を統治する手法が求められる
ようになる。帰属意識を強制できると考えられ
る領域が古代中期に生まれた。内地での法と外
地での支配（統治）である。
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＜4.1＞法の適用範囲はどこまで
　古代中期に法が整備された。国内（内地・内
服）では法が適用され、国外（外地・外服）に
は統治者が派遣されるが、法はその地域の法が
適用できる地域として、区別された。野蛮な世
界を征服する際に、ローマでは贈与交換の拠点
となっていた神殿に蓄えられた財を戦利品とし
て奪取して、各地の勢力の根（帰属意識）を断
ち切った。

＜4.2＞家族は法の外か
　歴史上、いろいろな家族形態を見ることがで
き、その家族のあり方がその他の社会構成に大
きな影響を与えることも、よく知られている。
例えば、トッド2016上（p.17）は、社会主義国
家は共同体家族から生まれたと結論した。共産
主義革命で生まれたロシアや中国などでは共同
体家族という特殊な人類学的形態の存在を確認
でき、父親とその既婚の息子たちを連合させた
世帯であったという。
　子の養育の場を養育団（子育てのために組織
されている団体）と表現しておく。氏族は養育
団であるし、家族も自立すれば養育団である。
氏族ではなく、家族だけが養育団になった場
合、世帯という言葉を利用する。養育団には国
家の法は適用されない。ここは、法が適用され
ることがない神聖な領域、アジール（asyle）
である。
　アジールはギリシア語のasylon（不可侵）に
由来する。アジールの制度は人類最古の法領域
であるとも言われ、犯罪者であろうと奴隷であ
ろうと、そこに逃げ込めば、法の適用を免れ
る。ただし、法が養育団をアジールとするの
は、もう少し後の時代かもしれない。

＜5＞領域国家から帝国へ

　領域国家の中心に社がある。社は神殿、聖所
などとも表現される。地域の伝統の違いを無視
すると、どれも 1 ）神を祀る場（社

やしろ

、神殿）が
あり、 2 ）そこで祀られる神は祖先神ではなく
なり、 3 ）土地の長が祭祀の主催者となる、と
いった共通性が見いだせる。古代中期にその領
域国家をこえた地域に、西洋では帝国、中国で
は中華や天下と呼ばれる文明圏が生まれた。
　以下、中国、西アジア、欧州に関して、古代
中期を第 1 期（前500～前291年）、第 2 期（前
290～前81年）、第 3 期（前80～後130年）にわ
けて、見てみよう。この場合の各「期」は形式
的に210年（70×3）でまとめている。

＜5.1＞中国
　中国では前 8 世紀に鉄器の利用が始まり、鉄
の犂を利用した牛耕が前 6 世紀に開始した（平
㔟2003，p.244）。古代中期は鉄器の時代である。
中国の法がいつ始まったかは、諸説ある。一例
をあげると、前543年に鄭国の宰相となった子
産が、前536年に、刑法を銘文として鋳込んだ
鼎
てい

を作らせた。「参
さんへき

辟（ 3 つの掟）」という刑書
である。

＜5.1.1＞第 1 期（前500～前291年）：戦国時代
　中国では威令が伝わる範囲（内地と外地）に
邦
くに

を作った。戦国時代（前403～前221年）には
社稷で神を祀る儀式を中心として、邦が形成さ
れた。帝王の直轄地（王畿）の内側（内服）で
は、その邦の法律・戸籍・官僚制・税制が適用
されるようになった。王によって職階や身分が
決められた人たちが王に服従した。「服」して
何かを行う範囲の内と外があった。邦の内側と
外側が確立した時代が戦国時代である。
　春秋時代には王には、軍事権（軍隊の指揮
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権）と祭祀権（国家祭祀を執行する権限）しか
なかったが、戦国時代には邦の長として、人民
に対する統治権（主権）が与えられた。
　他国の統治の手法として郡県制が採用され
た。郡県制の郡は春秋末期に晋国ではじめて出
現した行政区であった。渡辺2019（p.68）によ
ると、秦は前311年、属領化していた蜀に郡を
設置し、直轄領とした。蜀がひとつの独立国と
して終わった。この時、秦でも郡県制が導入さ
れ、後に郡の下に県も分置するようになり、郡
県の二級制による地方組織が形成された。
　落合2020（p.257）によると、県は原義が懸
であるという。敵の首を木に懸ける、という意
味である。郡は君と阝

おおざと

で構成される。阝は本
来、邑という意味であるので、地縁組織がイ
メージされる。君は『字通』によると、「巫

ふしゅく

祝
長、のち里君とよばれるような、村落の統治
者」であった。郡は君主がいる土地である。

　戦国時代の魏の文侯（在位前446～前397）の
下で、李悝（前455 ？～前395）が諸国の法を
編集して、『法経六篇』が作成されたと言われ
る。石岡他2012（p.10）によると、 6 篇は財産
と人命・身体に対する侵害の罪を定めた盗

とうほう

法、
賊
ぞくほう

法、被疑者の逮捕・勾留などの刑事手続きに
関する囚

しゅうほう

法、捕
ほ ほ う

法、雑多な犯罪を定める雑法、
科刑上の諸原則を定めた総則というべき具法の
6 篇で構成されていた。体系的刑罰法典がはじ
まる。
　渡辺2019（p.62）は戸籍の成立をもって、中
国での国家の形成と見なしている。秦では、前
379年に、戸籍制度が施行された。中原諸国で
は、県制の施行とともに、戸籍制度がはじまっ
ていた。おそらく氏族は行政的に解体され、県
に吸収された。
　西方の秦は当初あまり力のない国であった
が、前359年に「商鞅の変法」が行われた頃か

ら、国力が充実した。魏で法家の学を学んだ商
鞅（？～前338）は秦の孝公（在位前361～前
338）に仕えて、変法によって、秦の富国強兵
を実現した。
　秦では、前361年に孝公が即位する前に、殉
死の禁止や伍による戸籍（ 5 戸の連帯責任制）
等が始まっていた。商鞅は前359年と前350年の
2 度、改革を実施した。この改革が商鞅の変法
と 呼 ば れ る（ 平 㔟2003、p.298： 太 田2003、
pp.334-336：司馬遷2010、pp.126-136）。詳細は
省くが、人民を戸として世帯に分け、これを軍
事編成と農耕の基本単位とした。内部告発を奨
励し、家屋を分けた。軍功のある者には、功に
応じて爵を与え、ないものは族籍を剥奪した。
序列に応じて、農地や邸宅を占有させ、臣

しん

・妾
しょう

と呼ばれた奴隷や衣服も与えられた。郡県制を
導入し、官僚を郡守と県令に任命した。商鞅は
のちに、貴族の讒

ざんげん

言で反逆罪に問われ、車
くるまざき

裂の
刑に処され、族滅を受けた。しかし、商鞅の法
は受け継がれた。
　商鞅を代表とする法家の改革が行われた頃、
諸侯国では、長城の建設が行われた。各国が長
城を建設する形で、国境が生まれた。秦がのち
に中国を統一すると、中国内陸部にあった各国
の長城のうち北方騎馬民族への対抗に必要な長
城が改築・新築で結びつけられ、万里の長城と
なった

＜5.1.2＞ 第 2 期（前290～前81年）：秦の統一と
漢の継承

　秦は前256年に東周を滅ぼし、前247年に秦王
として政（または正）が即位した。政がのちの
始皇帝（在位前221～前210）である。秦王政の
姓は嬴

えい

、氏は趙
ちょう

である。姓氏の「姓は女系の組
織、氏は男系の一族」（『字通』）という説もあ
る。古代の中国では、姓は同一の祖先に出自
し、同一の祖神を信奉する血縁集団を指す。
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　始皇帝の父・子
し そ

楚（荘襄王）は若い頃、人質
として趙の国で生活していた。趙の都・邯

かんたん

鄲で
始皇帝は生まれた。邯鄲は秦の都・咸陽から東
北東に700kmほど離れた土地である。太公望に
よって築かれた斉の都・臨淄は邯鄲から400km
近く東に行った所にある。黄河中流域から東の
華北平原を中心として中国史が動いていた。
　中国史では「封禅祭天」という言葉がある。
帝王が天に即位を報告・感謝する儀式である。
山東省の泰山で行った国家的祭典を封禅とい
う。この儀式で「権威」とそれを認めた「仲
間」への帰属意識が作られていく。この帰属意
識は武力で守られ、祭典に参加しない者は他者
として、軍事報復を受ける可能性を持った。始
皇帝も漢の武帝も封禅を行った。
　「稷

しょくか

下の学」という言葉がある。ギリシアの
アカデミーに似た場所である。斉

せい

の宣王（在位
前319～前301年）の時代、斉の都である臨

り ん し

淄の
稷
しょくもん

門付近に、学者の邸宅が配置され、ここが学
術の中心となった。
　稷下の学の祭酒（学長）を経験した荀

じゅんし

子は人
為的規範（礼）で欲を抑制し、善へ導こうとし
た。人は性悪で、本性のままに生活すると、利
益争奪戦になる。荀子は聖人が各人の分を設け
て、これを統制する規範を作り、王者がその権
威で教え、民がそれに忠実であることで、善が
実現すると説いた。その規範を荀子は礼とい
う。その弟子の李斯は秦の宰相となった。

　韓
か ん ぴ し

非子（？～前234/233年）は礼を法（罰則）
としてまとめて、法による統治を目指した。韓
非は「五

ご と

蠹」を指摘する。蠹はキクイムシ（木
蠹虫）のことで、五蠹は主君を害する 5 つの毒
虫（悪い人間）を意味した。①法を疑う学者、
②言談者（昔ばかりほめる者）、③禁令を犯す
帯剣者、④君主の側近、⑤商工の民、の 5 つを
指す。五蠹の代わりに真面目な士を用いよと、

韓非は主張する。君側の奸の排除を力説した韓
非も荀子に師事した。
　韓非は、聖人の政治の道には「利威名」が必
要であると説いた（『韓非子』下、「詭

き し

使」p.240）。
民心を得るための利、命令のための威、納得す
るための名である。しかし、現実は逆に、利威
名が否定されている。嘘やへつらい、偏頗な知
恵で昇進する五蠹が政治に携わる状況を韓非は
詭使と表現した。「上が下を治める手段は、刑
罰である。しかるに今、手前勝手に正義を行う
者が尊ばれる。社稷の立ちゆくための頼りは、
落ち着いた静かな人である」（『韓非子』下、「詭
使」p.243）。国＝社稷を維持するために害虫退
治が必要となる。法治に対する疑念がそこにあ
る。法があっても、術がないと、詭

いつわ

りを弄する
者が出てきて、彼らの私欲を満たす自領が生ま
れる。韓非は民に対しては、門の外に法令を伝
え、民が日々見られるようにすることを推奨し
た。
　秦の始皇帝は秦の法を各地に適用することが
できなかった。秦は法を適用できる範囲を県と
して統治し、適用できない地域を郡として、郡
には王を派遣した。特に中原の住民には、秦の
法が通じなかった。始皇帝は中国全土を統治す
るため、在位10年間で 5 回の地方巡幸を行っ
た。始皇帝は李斯を宰相として、全国を36郡に
分け、法の代わりに統治者が派遣された。郡に
は太守（長官）、丞（副長官）、尉（軍の指揮
官）、監

かん

（御史、監察官）が派遣され、郡の下
の県にも、令や丞が派遣された。彼らは民と共
同の宴会を催した。まだ秦は互恵制度の国家で
あった。
　秦は前206年に倒れた。楚（江蘇省）出身の
劉邦と項羽が争い、前202年に漢が建国された。
漢の高祖・劉邦（在位前202～前195）は秦の
都・咸陽の近くに長安（現西安）を建設し、こ
こを都とした。長安は劉邦の出身地から900km
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ほど西の内陸部である。農民は自然災害の他、
重い税や徭役のために土地を失うこともあっ
た。没落した農民の土地を手に入れた豪族は没
落民を奴隷や小作人として、その支配下に組み
込んだ。
　劉邦は臣に王号を授けて、諸侯にし、郡国制
を採用した。そして、劉邦は諸王によって皇帝
に推戴された。前201年12月以降、高祖は卿143
人を列侯として、各地に封じた。彼らには一つ
の県の大きさの土地を封邑として、その租税徴
収権を与えた。列侯という爵位と封邑は世襲が
許された。その保証のため、皇帝と列侯の間で
は、「封爵の誓」がつくられ、割り符をつくっ
て、双方が保管した。
　前206年、劉邦が咸陽に入ったとき、覇

は す い

水の
ほとりに諸県の父老・豪傑を集めて、「秦の法
は苛酷を極め、ちょっとしたことで死罪となっ
た。これを廃し、皆さんと新たに『法三章』を
約束で決めよう」と提案した。 1 ）人を殺した
者は死刑、 2 ）人を傷つけた者は罪あり、 3 ）
盗 み を し た 者 は 罪 あ り（ 太 田2003、pp.483-
484）。民間に法意識があり、その法は君主との
約束で是認された。ただし、のちに、相

しょうこく

国（宰
さい

相
しょう

）の蕭
しょうか

何が律九章を作成した。
　律九章では、法経六篇（盗、賊、囚、捕、
雑、具）を律として継承し、さらに、興律（兵
役・徭役徴発に関する法）、厩律（官馬・駅伝
に関する法）、戸律（戸籍と賦役に関する法）
が加えられた（太田2003、p.484）。最終的に、
漢律は60篇になった。
　前漢の第 5 代皇帝・文帝（前180～前157）は
高祖の死後政権を掌握した呂

りょ

氏一族が鎮定され
た時期に即位した（太田2003、pp.378-9）。文
帝は賈

か

誼
ぎ

と鼂
ちょうそ

錯といった法家の官僚を用いて、
勧農政策、田租の廃止、肉刑の廃止などの諸政
策を実行した。賈誼は富者を批判した。奴隷所
有者と大商人が富者であり、大商人は物を生産

しないで巨利を得ている。これが社会秩序の破
壊の元凶である。文帝は賈誼の献言にしたが
い、繰り返し勧農の詔を発布した。
　鼂錯は、巨利は国家の徴税制度や徴税の方法
に根本原因があると考えた（太田2003、pp.379-
380）。銭納の人頭税や財産税が厳格に取り立て
られたので、農民は農作物を短期間に貨幣に換
える必要があった。そのため、商人に安く農作
物を買い叩かれたり、高利貸から借金すること
を余儀なくされたりした。農民は耕作地や子・
孫を売らざるをえなくなり、没落した。
　漢代には官僚登用の制度として、察

さつきょ

挙と任
に ん し

子
があった。官吏にふさわしい人物を、諸侯王、
公卿、郡太守などが推薦する官吏任用制度が察
挙と呼ばれる。察挙は通常であれば、賢良方正

（才能・人格が優秀で、行いが方正）であり、
文学に長けていて（書物をよく読む）、諫

かんげん

言が
できることが推薦基準（科挙）であった。任子
の制は、秩 2 千石相当の官に 3 年以上在職した
者の子弟が中央官に認容される制度である。
　武帝（在位前141～前87）は前141年に即位し
て、皇帝の地位を完成させた。中国では、案比
と呼ばれた戸口調査が戦国時代の秦以来、実施
されていた（太田2003、p.440）。家族は戸単位
で調査され、1 戸は五口（ 5 人家族）であった。
戸は生産用具、家具、井戸、農作業等、一緒に
暮す者達の共同生活単位であり、一つの世帯で
あった。
　漢代では当初、法家や道家（黄

こう

老
ろう

）の思想が
有力であった。黄老は黄

こうてい

帝と老子のことであ
る。黄帝はツボや鍼灸などの中国伝統医学と結
びついて、今日まで伝わる。劉邦の子、文帝が
好んだ『黄帝四

し け い

経』は、無為を尊重した上で、
法律による政治を正当化したと言われる（渡邉
2010、p.37）。老子は無為自然を説いて、道と
徳を極めた。道は、韓非子が法を展開する際の
基準とされた。
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　しかし、武帝は董仲舒（前176頃～前104頃）
の提案を用いて、法家に代えて、儒学を官学と
した。徳は統治の基準として維持されたが、道
ではなく礼が重視され、社会秩序の安定が目指
された。前134年、儒学の経

けいてん

典として、五
ごきょう

経が
定められた。
　武帝の時代は周辺の諸民族を支配下に置き、
漢代で最大の領域を形成した。帝国として統治
できた地域の外に住む者を夷狄として、さげす
むようになった。漢はそれらの外夷の首長に王
の爵位を授与した。この是認行為を「冊封」と
呼ぶ。皇帝が冊書で諸王・諸侯などを封じた。
冊封を受けると、皇帝・天子の臣下となり、そ
の身分を表す印章を授かった。

＜5.1.3＞ 第 3 期（前80～後130年）：漢帝国の完
成

　元帝（位前49～前33）の初めの詔では、律令
が煩瑣で、役人すら理解できていないとして、
律令から除去できるものを奏上するように命じ
られた。窮民の犯罪や役人の不正が多くなった
ためである。儒教が浸透するにつれて、元帝の
時代には全国百数十カ所あった先帝を祀る郡国
廟が廃止された。その頃、中国では宦官や外戚
が勢力を増した。
　県の下に郷という地方自治体も置かれ、戸口
調査、賦税徴収、徭役付加、訴訟聴取の役割を
持つ官僚が派遣された。現代の警察に近い職種
として、郷土内の治安維持に、游

ゆうきょう

徼が設置され
た。少なくとも黄河流域では、県は周囲が城郭
で囲まれたので、歴史用語では、中国の県は都
市である。

　元帝（前49/48～前33）の皇后となった王政
君の子、成帝（前32～前7）の時代に王政君の
兄弟が外戚として政治力を発揮した。王一族だ
けでなく、許氏、趙

ちょう

氏などの外戚が権力を争

い、政治が乱れた。外戚の勢力争いの結果、王
政君の甥であった王莽（在位 8 ～23年）が漢の
皇帝を廃位し、新（ 8 ～23）をたてた。王莽は
儒教の理想である周代の制度を復活しようとし
たが、各地で反乱（赤眉の乱：18～27）が生じ
た。
　漢を再興した劉秀・光武帝（在位25～57年）
は現河南省南陽市に近い南陽郡蔡陽県出身であ
る。彼は地元の豪族をひきいて、漢を復興し
た。後漢（25～220）の都として、南陽市の北
200kmほどの地点にある洛陽市を選んだ。光武
帝は56年に泰山で封禅の祭祀を行い、天に統一
を報告した。翌年、倭

わ

の奴
な

の国の使節が洛陽を
訪れた。使節が到着した翌月、光武帝は死去し
た。

＜5.2＞西アジア
　西アジアにギリシアを含めるのは奇異かもし
れないが、古代ギリシアはペルシアの影響を受
けながら発展した地域である。ギリシアはアナ
トリア、シリア（フェニキア）、ペルシア、エ
ジプトの影響を受けながら、発展した。ギリシ
ア北方のマケドニアのアレクサンドロス大王

（在位前336～前323）がオリエントの統一を果
たした。オリエント（西アジア）の辺境にギリ
シアがある。
　西アジアではハカーマニシュ朝ペルシア（前
550～前330）の時代から古代中期が始まる。
キュロス 2 世（在位前559～前530/529）は前
550年にメディアを滅ぼし、リディア王国を制
圧したのち、前539年に新バビロニアも征服し
た。ユダヤ人はバビロンに強制移住させられて
いたが、ハカーマニシュ朝のおかげでパレスチ
ナに戻ることができた。このとき、バビロン周
辺での生活を続けた者もいたが、パレスチナに
再移住した者もいた。
　強制移住は西アジアだけの話ではない。小林
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2021（pp.1-2）は戦国時代の秦で実施された移
住政策（遷

せ ん し

徙地の確保）を分析した。秦は新た
に獲得した領土に徙

し み ん

民（移住者）もしくは赦免
された罪人を遷徙（移住）させる政策をたびた
び実施した。旧勢力の排除、未開地の開発、辺
境の軍事力増大が遷徙の主な目的であった。世
界中の人々がユダヤ人と同じ歴史を経験したこ
とがあったであろう。バビロン捕囚をそのよう
な事例の象徴として語るのは歴史の流れの確認
に必要な一つの作業かもしれないが、シオニズ
ム的歴史観にとらわれる必要はない。
　前525年には、カンビュセス 2 世（前529～前
522）がエジプトを制圧して、エジプトの第27
王朝として、ペルシアがエジプトにも君臨し
た。

＜5.2.1＞ 第 1 期（前500～前291年）：ハカーマ
ニシュ朝と古典期ギリシア

　ハカーマニシュ朝第 3 代のダレイオス 1 世
（前522～前486）はエーゲ海からインダス川に
至る大帝国を築いた。彼は各州に知事（サト
ラップ）をおいて全国を統治した。さらに、支
配を確実にするため、「王の目」「王の耳」と呼
ばれる監察官を巡回させた。彼は都のスサから
各地に向けて「王の道」を整備し、駅伝制に
よって、迅速な情報流通を可能にした。
　グレーバー2016（p.123）は紀元前 5 世紀の
ネヘミヤというユダヤ人に注目する。彼はバビ
ロン市で生まれ、ハカーマニシュ朝の廷臣とし
て、スサでアルタクセルクセス 1 世（在位前
465-424）の献酌官（王侯貴族の宴席で酒をつ
ぐ官僚）にもなった。ギリシアで悲劇が盛んに
演じられていた頃、前445年、彼はユダヤ属州
の総督としてエルサレムに赴任し、エルサレム
の城壁が再建された。小川1977（p.175）によ
ると、彼は債務奴隷を解放し、安息日厳守や異
邦人との結婚禁止（内婚制）、神殿への定期的

寄進等を定めた。
　ネヘミヤが定着させた律法の一つにヨベルの
律法（Law of Jubilee）がある。『レビ記』第25
章では、50年に一度のヨベルの年が規定された。
ヨベルの年には、売り飛ばされた所有地も身代
も、すべて買い戻される。メソポタミアと同
様、自由（freedom）は負債からの自由であっ
た。グレーバー2016（p.123）は指摘する。「贖
い／救済とは、個人の罪業（sin）と罪責性

（guilt）の重責からの解放であり、歴史の終焉
とは、天使のラッパの大音響が最終的な大赦

（Jubilee）を告知するとともに、すべてが白紙
に戻され、あらゆる負債が免除される瞬間のこ
と」となる。債務帳消しは、出納が会計・記録
された粘土板の儀礼的な破壊で、実施された。
　グレーバー2016（p.127）によると、古代人
が貨幣で思い浮かべるのは、商品交換ではな
く、「奴隷売買、罪人の身請け、腐敗した徴税
請負人、征服した軍隊による掠奪、抵当や利
子、盗みやゆすり、復讐や懲罰」などであった
はずである、と。負債の象徴としての貨幣。貨
幣の性質として最も重要なものである。

　ギリシアでは古典期（前 5 世紀～前 4 世紀）
にポリスが制度的完成を迎えた。ポリスを政治
体（polity）にするため、まずは祖先に帰属意
識を持つゲノス（genos：氏族）を解体した。
ただし、ゲノスは氏族というより、貴族や祭祀
階層であるという説もある。前508年に、「アテ
ネ民主制の父」と言われるクレイステネス（前
6 世紀頃）が血縁による 4 部族制を、地縁によ
るデーモス（demos：区）制に変更し、10部族
制を導入した。伊藤1982（p.74）によると、
アッティカ全土が市域、沿岸、内陸の 3 地域に
分けられ、それぞれが10の区画に細分された。
　新部族制の基底にデーモスを置いた。改革以
前には、アテネ人は父子連名制と同じく父の名
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を添えて名乗っていた（桜井2017、p.35）が、
改革後、所属する区（デーモス、最小の行政単
位）の名をつけて名乗るようになった。クレイ
ステネス以後のアテネの市民団編成の基礎的な
単位となったのが、デーモスであり、デーモス
が原籍地となり、移住しても、デーモスは変わ
らなかった。
　地縁のデーモスが作られても、血縁のフラト
リア（phratria）が生きていた。フラトリアは
ポリス成立以前から存在が認められるが、古典
期には、フラトリアは子供が「成人」になった
ことを認め、市民権を与える組織となった。市
民の家の正規成員である嫡出子として、公式に
認められると、市民として名簿に登録される

（伊藤1982、p.177-178）。前 4 世紀のアテネで、
財産の相続は嫡出子に限られた。嫡出の認定は
フラトリアが行った。

　ギリシアで新しい社会体制が生まれた頃、ペ
ルシア戦争（前500～前449）が始まった。ペル
シア戦争の後も、ギリシア人はペルシア人に雇
われ傭兵として活躍した。
　前 5 世紀前半にソフィストが現れた。ソフィ
ストは有償で師弟を教育する教師であった。ア
テネの法廷での勝敗が弁論の内容で決まるよう
になったため、ソフィストは弁論の術を教え
た。
　弁論はギリシア語でロゴス（logos）と言う

（桜井2017、p.99）。ロゴスは「言われたこと」
という意味である。ロゴスを書く専門家（弁論
作者）はロゴグラフォスという。人々はロゴグ
ラフォスに依頼して、法廷の弁論を作っても
らった。ロゴグラフォスの一人、リュシアスは
在留外国人（メトイコス、複数メトイコイ）で
あった（桜井2017、p.99）。彼はアテネで富裕
層の一人であったが、メトイコイなので、不動
産の所有権を認められなかった。前335年に、

アリストテレスがアテネでリュケイオンという
名の学園を設立した時に、彼もアテネではメト
イコスであり、所有権がなかったので、郊外の
建物を賃借した（桜井2017、p.106）。
　アテネは市民、奴隷、そして、自由身分のメ
トイコイの 3 身分で構成されていた（伊藤
1982、p.48）。アテネでは人口の 3 分の 1 が奴
隷であった。奴隷は手工業や銀山の採掘等の重
労働の他、家内奴隷や農業奴隷として働いた。
前 5 世紀初頭以降、非ギリシア系購入奴隷が大
量にアテネに流入した。奴隷はあらゆる部門で
使役された。

　ギリシアでは前 5 世紀から法意識が変る。ソ
フォクレス（前496頃～前406）の悲劇『アン
ティゴネ』（前441頃）が例と挙げられる。
　父と知らずに父を殺し、母と知らずに母と結
婚したオイディープス。その娘、アンティゴネ
の物語は国の掟を拒否して、神の正義を実現し
ようとした女性の物語である。国の掟は彼女の
叔父でテーバイの王クレオンの掟である。彼女
は兄弟への愛を優先して、冥府の神の掟に従っ
て行動した。その結果、アンティゴネは自害に
追い込まれた。端的に表現すると、社会秩序は
神の掟から王の掟に変ったのに、アンティゴネ
はそれを拒否した。
　「人間は万物の尺度である」という句で有名
なプロタゴラス（前490ころ−前420ころ）はア
ンティゴネが上演された頃のソフィストであ
る。プラトンは一世代後の哲学者である。プラ
トンの時代には、統治者の意志を強制すること
を軸とすることによって、矯正すべき犯罪が生
まれた。

＜5.2.2＞ 第 2 期（前290～前81年）：ヘレニズム
　アレクサンドロス大王が征服した東方の土地
は、ギリシア系のセレウコス朝（前312～前64）
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に受け継がれた。前 3 世紀半ばには、アム川上
流で、ギリシア人が独立国家バクトリア（前
255頃～前139）を建国した。バクトリアの首都
は現在のアフガニスタン北部のバルフに置かれ
た。同じ頃、遊牧イラン人の族長アルサケスは
カスピ海東南部にパルティア（前248頃～後
224）を建国した。パルティアは前 2 世紀半ば、
メソポタミアを併合して、ティグリス川東岸の
クテシフォンに都を定めた。
　アレクサンドロスの急逝の後、プトレマイオ
スが前305年に古代エジプト最後の王朝である
プトレマイオス朝を建国した。アレクサンドリ
アでは図書館が建設され、ヘレニズム文化の中
心地として、繁栄した。しかし、前80年にプト
レマイオス11世が殺され、王家が断絶し、共和
政ローマの影響力が増大していった。
　ヘレニズム時代には、ポリスが共同体の外郭
であることをやめ、ポリスを糾合した国家（ア
ンティゴノス朝マケドニアやセレウコス朝シリ
アなど）か、国家を糾合した帝国（アレクサン
ドロスの帝国）を外郭にする思想が生まれた。
この場合の「外郭」は、現代の国家（国境）と
同じで、個々人が帰属意識を持つことができる
一番外側の集団である。そのような思想はコス
モポリタニズム（cosmopolitanism：世界市民
主義）と言い表されている。
　ヘレニズム以前には外郭は祭祀（神殿）や議
会・法廷でまとめることができるポリスか、そ
の集合体であった。ヘレニズム時代に、外郭が
自分たちの手が届くポリスであることをやめる
と、まずは、個々人の心が帰属する場所が必要
になる。人間にとって、何らかの社会集団（家
族や国家）への帰属意識は、生死にかかわる重
要な本能である。アイデンティティの多くは帰
属意識で構成される。
　個人の内面的幸福を追求し、いわば精神的快
楽を求めるエピクロス（前342頃～前271頃）

や、禁欲を重視するゼノン（前335～前263）が
現れた。ゼノンの主張はストア派を形成し、現
代の「ストイック」の語源となった。
　「ユークリッド幾何学」を集大成したエウク
レイデス（前300頃）が現れたのも、この流れ
に関係するかもしれない。ポリスという判断基
準が失われたため、形式的で抽象的な判断基準
で対象を見ようとした、という意味である。抽
象的形式と原理が判断基準の中心的な位置を占
めるようになった。

＜5.2.3＞ 第 3 期（前80～後130年）：パルティア
とローマ

　前64年にローマはセレウコス朝シリアを滅ぼ
し、前63年にポンペイウスを総督とするローマ
軍がエルサレムを征服した。ユダ王国がローマ
の支配下に置かれた。ローマは徐々に直接支配
に乗り出し、ユダヤ教の戒律（ユダヤの法）を
認めなくなった。中国史で言えば、ユダヤの国
が国ではなく、県になった。その結果、パリサ
イ派（ラビ的ユダヤ教）のトーラー重視運動、
ヨハネの洗礼運動、イエスの活動などが目立っ
た。中国史やローマ史では法を押しつける側の
歴史が語られるが、ユダヤ史では押しつけられ
る側の歴史が語られる。
　ユダヤ教を指導していた祭司やパリサイ派は
ローマの支配を受け入れた。パレスチナの民衆
は貧困に苦しみ、その声を聞いたイエス（前 7
／前 4 ～後30頃）は祭司やパリサイ派を形式主
義として批判し、貧富の差なく、神の絶対的愛
が民に及ぼされると説き、神の国の到来と最後
の審判を約束した。祭司やパリサイ派はイエス
をローマに対する反逆者として、属州の総督ピ
ラト（在任26～36）に訴えた。総督はイエスを
十字架にかけて、処刑した。
　イエスの弟子達が十字架での死は人間の罪を
あがなう行為であったという信仰心を作り上げ
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て、キリスト教が誕生した。ユダヤ人に限って
いたユダヤ教と異なり、パウロが神の愛はユダ
ヤ人以外にも及ぶとして、ローマ各地で布教し
た。その結果、 3 世紀までに、キリスト教は奴
隷、女性、下層市民などの社会的弱者を中心
に、帝国全土に広がり、上層市民にも信徒が見
られるようになった。
　第一次ユダヤ戦争（66～70年）で、70年にエ
ルサレム第二神殿が破壊され、ユダヤは神殿国
家としての独立を失った。ハドリアヌス帝（在
位117～138年）がエルサレム神殿の代わりに
ローマのユピテルの神殿を築き、都市名をエル
サレムからアエリア・カピトリナへの変更を提
案し、割礼を禁止すると、第二次ユダヤ戦争

（132～135年）が始まった。ユダヤ人は敗北し、
ディアスポラ（diaspora：離散）が本格化し
た。ローマに支配されたその他の国々は、たい
てい、支配者を受け入れた。

＜5.3＞ヨーロッパ
　古代中期、西アジア地域の影響を受けなが
ら、徐々にヨーロッパの原型が生まれてくる。

＜5.3.0＞ 第 0 期（前501年以前）：ローマとヨー
ロッパ

　当初、イタリア半島にはさまざまな部族が定
住していた。北部イタリアを東西に流れるポー
川より北方にはガリー人（ケルト人）が進出し
ていた。現在のトスカナ地方あたりに、エトル
リア人が定住していた。トスカナはエトルリア
人の土地という意味である。半島南部では、ナ
ポリ付近を北限とするギリシアの植民市が点在
した。
　古代から、イタリア半島は北と南で文化圏が
異なっていた。ナポリには主にアテネ人がやっ
てきた。新しいポリスという意味で、ギリシア
語でネアポリス（Neapolis）と呼ばれた。半島

南部地域はラテン語でマグナ・グラエキア（大
ギリシア）と呼ばれた。ギリシアの影響を受け
ながら、ローマは発展した。
　北方のエトルリア人、東方のサビニ人、南方
のギリシア人に対抗して、テヴェレ川の南方の
住民はラテン人の国を作った。ローマのラテン
人は、周囲のラテン人同士の争いも乗り越え
て、ラテン同盟市を結成したあと、イタリア半
島の統一に乗り出した。

　前578年頃に即位した 6 代目のローマ国王セ
ルウィウス・トゥリウスは課税と徴兵のため
ローマ市をトリブス（tribus）に区分けした。
トリブスは「地区」（徴兵、課税、民会の単位）
を意味するようになった。戸口調査（ケンス
ス）がトリブスを単位に実施されるようにな
る。トリブスの下に10のクリア（curia）がお
かれた。氏族制の時代には、クリアが胞族、ト
リブスが部族であった。英語のtribe（部族）
の語源は、ラテン語のトリブスである。
　クリアの下にゲンス（gens）という組織が
ある。ゲンスは現代の大家族と同規模のものか
ら数百人程度のまとまりまであり、祖先を共有
する集団（氏族）であった。複数のゲンスが手
を結んで、兄弟のような関係（同盟関係）にな
れば、クリア（胞族）である。ただし、共和政
成立後、クリアは民会のように、人々が集まる
組織を意味するようになった。
　王政末期から、ローマ市民は氏族ではなく、
地域に帰属することになる。徴兵や課税のため
に市民を分ける必要があった。トリブスの長は
トリブヌス（tribunus：護民官はtribunus plebis、
軍団長はtribunus militum）であるが、この単
語は英語のtribune（人民の権利の擁護者）と
いった言葉に残る。
　エトルリア出身の 7 代目のローマ王タルクィ
ニウス・スペルブスは領土拡大の戦争にあけく
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れた。ローマはラティウムの覇者となり、その
勢力圏は800km²をこえ、人口は 3 万人ほどで
あった（松本編2021、p.71）。しかし、前509年、
王は失脚し、ローマから追放された。

＜5.3.1＞ 第 1 期（前500～前291年）：部族共和
政ローマ

　王政崩壊後、 1 年任期のコンスル（執政官：
consul）がローマを統治した。ただし、コンス
ルは前 4 世紀からの呼称であって、当時は、プ
ラエトル（先頭を行く人）と呼ばれる軍司令官
であった。プラエトルは軍事の他、民会や元老
院の召集・主宰、裁判、鳥占いなどを指導し
た。軍事・内政・司法・祭祀など、国家運営に
かかわる権限を有した。このような全権的な権
利をインペリウム（命令権：imperium）といっ
た（松本編2021、p.64）。元老院から公職者に
与えられた行政権限である。その権限を持つ者
がインペラトル（命令権保持者：imperator）
である。
　この時期に、氏族の代々の長は父達（パトレ
ス：patres）と呼ばれた。その末裔である貴族

（patrici：パトリキ）が共和政を作り上げた。
　インド史のバラモンのように、パトリキは神
祇官や鳥

ちょうぼく

卜官等の祭司職を担った。王政期から
始まる神祇官職は祭祀、鎮魂、葬式などを与

あずか

っ
た。前254年までパトリキが神祇官職を独占し
た。その最高の職である最高神祇官はのちにカ
エサルが政治的成功の第一歩として求めた政務
官職である。現代と異なり、祭祀を仕切ること
ができないと、政

まつりごと

は動かない。
　このような祭司階層であるパトリキが、祭祀

（宗教と慣習法）の知識を独占して、国家を運
営した。パトリキの中から選ばれた300人が元
老院を構成し、共和政を運営した。元老院の議
員はパトレスと呼ばれた。古代ローマの政治形
態が民主政であれば、平民（プレブス）、庇護

民（クリエンテス）、奴隷（セルヴス）も政治
参加すべきであろうが、共和政は社会の有力者
だけが政治参加する制度であって、民主政では
ない。古代ギリシアもこの点、同じである。
　ローマには 3 つの民会があった。 1 ）クリア
民会、 2 ）ケントゥリア民会、 3 ）トリブス民
会である。クリア民会は前 8 世紀にすでに開か
れていて、王を選出していた。当時、クリアは
氏族（胞族）を意味していて、氏族はその祭祀
で統合されていた。クリアは司祭の就任や養子
縁組、遺言など、当時の社会ではもっとも係争
が生じやすい人間関係を仕切った。ちなみに
ローマ教皇庁はthe Curia Romanaである。
　土木工事の技術（水道、道路建設）などでエ
トルリアの伝統を受け継いだローマであるが、
ローマはさらに法文化を発展させた。ローマ人
の特徴として、規律と組織を重んじることが指
摘される（本村2017、p.81）。法典制定十人官
によって紀元前451～前450年に起草され、ケン
トゥリア民会によって認められた十二表法が制
定された。十二表法は12枚の板に書き記されて
フォルム・ロマヌムに立てられたが、前387年
のガリア人の侵入で焼失した。
　ケントゥリア民会は主にコンスルを選出する
機能をもっていたが、安井萠（松本編2021、
p.69）によると、市民に死刑を科す重罪の裁判
も管轄した（十二表法第 9 表 1 ）。十二表法の
第11表 1 で、パトリキとプレブスの通婚は禁止
された。共和政が始まった前 5 世紀前半にパト
リキは閉鎖的になり、総数50程度の氏族で構成
されることになった。しかし、十二表法制定の
数年後、前445年に、護民官カヌレイウスの平
民決議（カヌレイウス法）で、身分間の通婚の
権利が回復された（松本編2021、p.79）。
　前396年、ローマは隣国ウェイイを併合した。
ウェイイはローマの北20km弱の位置にあり、
現代なら、隣町を攻撃したようなものである。
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前 4 世紀にローマの地理的拡大が始まる。新た
に獲得した土地の多くは公有地とされた。公有
地の用益権は支配層が握った。戦争の指揮官と
して活躍した者が、その公有地を利用した時、
誰が、それを止めることができるであろうか。
公有地は徐々に、特定の個人の土地に組み込ま
れるようになった。
　前376年から10年間、リキニウス・ストロと
セクスティウス・ラテラヌスが護民官に選出さ
れた。彼らは前375～前371年にかけて、執政官
を選ばせなかった。パトリキは譲歩して、前
367年、平民決議を受け入れた。この平民決議
はリキニウス・セクスティウス法と呼ばれる。
この決議（リキニウス・セクスティウス法）
で、 1 ）債務問題の解決、 2 ）公有地利用法、
3 ）執政官制改革が実現した。
　前342年には、護民官のゲヌキウスによって、
利子を禁じる法律（ゲヌキウス法）が制定さ
れ、前326年には、ポエテリウス=パピリウス
法が債務奴隷（ネクスム）制度の廃止を公式に
宣言した（松本編2021、p.81）。この時まで、
ローマでは借金を返済できなかったら、債務奴
隷となっていた。世界中で債務奴隷制が見ら
れ、その場合、借金した者自身が奴隷になる場
合もあったであろうが、しばしばその子供が債
務奴隷となった。
　ラテン戦争（前340～前338）の結果、同盟市
の領域まであわせると、ローマの面積は約
8500km²、人口約48万人に達した。ちなみに、
広島県の面積が約8500km²である。一つの都市
というより、県と同等の面積を有する邦になっ
た。ラティウムを確保して、ラテン人の邦がで
きた。ここからローマの拡大が始まる。

＜5.3.2＞ 第 2 期（前290年～前81年）：共和政
ローマ（属州統治）

　前287年に、独裁官ホルテンシウスが画期的

な法（ホルテンシウス法）を制定した。これ
で、平民決議が元老院の認可なしに無条件に国
家の法として通用することが定められた。（松
本編2021、p.81）平民が借金で苦しむことはな
くなったと言われる。
　ローマは半島内で征服した諸都市とは、個別
に同盟を結んだ。ローマと都市の間で、異なる
権利と義務が与えられた。都市間の関係の他
に、個人間の関係も強固につながるようになっ
た。一つはホスピティウムと呼ばれる賓客関係
である。地方の貴族とローマの貴族が同等の関
係で友人となる（松本編、p.111）。同等ではな
い関係もある。パトロニッジ、あるいは、クリ
エンテラと呼ばれる保護・被保護関係である。
　ローマは第 1 回ポエニ戦争でカルタゴに勝利
して、カルタゴが統治していたシチリアをロー
マの領土として編入した。この時から、新たな
土地は属州として、統治することになった。そ
れまで、すべての土地は元老院を中心とした
ローマの土地（公有地）であったが、この時か
ら、属州を統治する一群の階層が生まれた。
　属州統治の任務は特定の元老院議員が担うこ
とになった。さらに、彼らのために、属州から
税金を徴収する任務を果たした階層がエクイテ
ス（騎士階層）と呼ばれるようになった。属州
を半ば私有地化して、元老院議員や騎士は莫大
な富を手に入れた。中国史であれば、郡の太守
や県令などの官僚である。
　征服でローマの公有地となった場合でさえ、
彼らはそれを私有地のように利用するように
なった。借金を背負った中・下層の農民が土地
を手放すようになった場合、それを買い取った
のも、彼らである。手に入れた農地はラティフ
ンディアと呼ばれた。ラティフンディアでは、
奴隷を利用した大農場経営が実施された。ロー
マの場合、捨て子や誘拐などもあるが、大半の
奴隷は戦争の捕虜を出自とする。
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　前91～前88年に、イタリア半島の同盟都市は
ローマ市民権を求めて、反乱を起こした。その
結果、イタリア半島の諸都市に市民権が拡大さ
れた。

＜5.3.3＞第 3 期：前80～後130年：帝政ローマ
　剣闘士である奴隷もスパルタクスに率いられ
て、前73～前71年に大反乱を起こした。これら
の内乱をしずめたのがクラッスス（前115～前
53）、ポンペイウス（前106～前48）、カエサル

（前100～前44）であった。最終的にはカエサル
が前46年に全土を平定して、独裁官に就任し
た。
　キケローは『義務について』（選集 9 、p.142）
で、カエサルが命令権、公職、栄光にとりつか
れ た 結 果、 神 と 人 の 法 を 犯 し て、 元 首

（principatum）になろうとしたと断罪した。キ
ケローは婚姻を通して創られる親族関係と、信
頼できる友人として善意を共有できる美徳・力

（virtus）を重視した。親族はキケローの場合、
同じ祖先をもち、同じ宗旨に従い、共通の墓地
があるものである（同、p.160-161）。まだ氏族
的結束力が強く残っていることがわかる。個人
的な結びつきの他に、キケローは、同じ市民で
あることや、同じ民族・言語も結びつきを強め
るという。同じ市民という場合、キケローは都
市の広場、神殿、道路の他、法律、権利、裁判
などをイメージしている。このような共和政的
な意識で社会をとらえていたのに、カエサルの
ような独裁者が登場して、彼は困惑した。
　しかし、カエサルが暗殺されると、その姪の
子、オクタウィアヌス（前63～後14）が前30年
までに政敵を制圧して、前27年に元老院からア
ウグストゥス（尊厳なる者）という名が与えら
れた。オクタウィアヌスはカエサルの遺言で、
養子として、カエサルの家名を継ぎ、その家産
の大半を相続することが定められていた。

　外地の統治に関して、オクタウィアヌスは敵
の侵入や反乱の可能性がある属州を担当し、元
老院は平和な属州を担当することにした。その
結果、軍隊が駐屯する属州の大半をオクタウィ
アヌスが担当した。以後、皇帝と元老院がそれ
ぞれの属州の総督を決めることになった。
　ローマには伝統的な家族形態の氏族や家を表
わすものとして、ファミリアという語がある。
ファミリアの他に、前 1 世紀頃からドムスとい
う有力な親族関係が生まれてきた。島田誠（松
本編2021、pp.156-157）によると、初代皇帝ア
ウグストゥスの死後、第 2 代ティベリウス（在
位14～37）、第 3 代ガイウス（在位37-41）、第
4 代クラウディウス（在位41-54）、第 5 代ネロ

（在位54-68）は「ユリウスとクラウディウスの
ドムス」と呼ばれる親族から選ばれた。このド
ムスは主に女性の婚姻関係を介して形成され、
権力を握るという意味で、中国史の外戚と似て
いるかもしれない。
　アウグストゥスはユリウス氏カエサル家を継
承したが、そのユリウス・カエサル系ではな
く、姉妹、妻、娘の嫁ぎ先の氏族・家族との関
係が、このドムスの内容になる。前19年以降、
ドムス構成員がアウグストゥスに代って、属州
の行政責任者や軍事遠征の司令官として活躍
し、皇帝まで輩出するようになった。姻族が政
治に非常に強く関与する時代が始まった。
　さらに、地方都市や属州では、皇帝が神と
して祀られることもあった。島田誠（同上、
pp.158-159）によると、ポンペイの有力家門の
一つホルコニウス一族はブドウ栽培で都市の公
職を輩出していた。その一族には、前 2 年頃の
金石文で、「アウグストゥスの祭司」と呼ばれ
る祭司もいた。皇帝の死後、その称号が「神ア
ウグストゥスの祭司」と変更された。氏族制下
では王は死後、祖先神となった。同様に、ロー
マ帝国でも皇帝が神になった。皇帝礼拝という
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帝国統合の基礎理念を体現した神祇官や軍隊で
の職務を通じて、地方都市の有力家門がローマ
の支配者とつながり、48年以後、属州からも元
老院議員を送れるようになった。
　古代ローマは奴隷制で有名であるが、近代の
奴隷制とは全く異なる。ローマの人口の 3 ～ 4
割が奴隷であった（松本編2021、P.169）。ロー
マの場合、被解放者（リベルティ、リベルティ
ニ）がかなり生まれた。アウグストゥスが解放
できる奴隷の数を制限しようと試みたほどに、
奴隷が解放されたとも言われる（松本編2021、
p.176）。奴隷は解放金を支払う必要がある。逆
に言えば、奴隷は財産を蓄えることができた。
それを奴隷主は解放金という名目で横取りでき
る。さらに、奴隷を解放すると、それだけで人
格的に高い評価をもらえた。奴隷解放は威信を
得る方法でもあった。解放すれば、主人は保護
者（パトロヌス）、奴隷は被護民（クリエンス）
になる。主人も奴隷も奴隷解放に利益があっ
た。
　属州シリアの長官であったプブリウス・アエ
リウス・ハドリアヌス（在位117～138）は帝国
各地に赴き、行政・軍事上の指示を出した。法
廷手続きを固定化し、法学者からなる顧問団を
創設した。それまでの皇帝の奴隷や解放奴隷に
よる家産的統治機構ではなく、ローマ騎士を責
任者とする官僚機構が整備されるようになっ
た。

注
1）講義科目の「経済史入門」では、教科書として、児

島秀樹（2017）『経済史の種 I 』、『経済史の種II』学
文社を利用している。

2）児島秀樹（2020）「経済史から見た法制度の変遷：序、
先史時代」『明星大学経済学研究紀要』52（1-2）、同

（2022）「経済史から見た法制度の変遷：古代初期（紀
元前1130～前501）」同誌53（1-2）。今回の引用・参照
文献の一部は、これらの論文に載っている。

3）中村聡一（2021）はアメリカの大学で根付いている
リベラルアーツの重要性を説いている。その内容は、

日本の高校の世界史でも学ぶ論点を、的確に深く掘り
下げた歴史になっている。歴史を知ることで誇りや自
尊心が生まれる。1960年代にアフリカ諸国が独立した
ときも、自分たちの歴史を知ったことで、自尊心が生
まれて、政治的独立の後押しになった。歴史の知識は
帰属意識を刺激して、良い意味でも悪い意味でも行動
の動機を作り上げる。
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